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❸　広報あさかわ　2010.6

３ ２０年度資源ごみ等町村別搬入量

４ 浅川町ごみステーションの違反状況

※家庭系資源ごみの一人当たりの搬入量は、浅川町が３８ｋｇ、次いで石川町の３１ｋｇ、古殿
　町２７ｋｇ、玉川村２５ｋｇ、平田村２３ｋｇとなっています。
※「分ければ資源、混ぜればごみ」きちんと分別すればリサイクルされ、新たな資源として生ま
　れ変わります。

※ごみステーションの違反状況の件数は年々減少傾向にあります。ルールを守り違反ごみを出さ
　ないようにしてください。
※浅川町には１２０のゴミステーションがあり、環境美化指導員が指導に当っています。

単位　ｋｇ

資
源
ご
み

そ
の
他

合
計

ア ル ミ

ス チ ー ル

瓶 類

新聞・雑誌

紙 類

ト レ イ 等

ペットボトル

その他プラ

小 計

不 燃 ご み

粗 大 ご み

災害ごみ等

小 計

有 害 ご み

60,508

80,546

368,798

531,845

65,653

12,024

77,298

165,363

1,362,030

558,970

16,410

1,810

577,190

10,410

1,949,630

60,246

80,196

366,238

519,500

65,485

12,015

76,030

164,960

1,344,670

512,420

16,410

1,800

530,630

10,410

1,885,710

9,309

12,377

61,571

108,465

18,590

2,015

14,655

41,140

268,122

87,710

2,930

0

90,640

2,550

361,312

25,228

33,617

150,114

215,845

23,525

5,775

32,460

72,795

559,359

206,265

8,330

1,800

216,395

3,845

779,599

7,133

9,448

45,324

67,675

7,475

1,660

8,575

18,445

165,735

57,065

790

0

57,855

1,075
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9,398

12,552
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6,210
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6,780

9,680

164,259

78,435

2,390

0

80,825

1,705

246,789

9,178

12,202

56,130

61,965

9,685

1,575

13,560

22,900

187,195

82,945

1,970

0

84,915

1,235

273,345

262

350

2,560

12,345

168

9

1,263

403

17,360

46,550

0

10

46,560

0

63,920

区分 家　庭　系

計 浅川町 石川町 古殿町 平田村 玉川村
事業系合　計

種類

可燃ごみ 資源ごみ

年度 混入 指定
袋外

資源
ごみ その他 計 混入 収集日 その他 計 合計

20

19

18

17

16

26

23

35

114

138

53

46

106

194

275

12

11

14

20

22

27

11

10

17

28

118

91

165

345

463

3

20

15

41

178

22

168

247

101

405

4

6

6

12

12

3

3

4

22

178

250

184

616

140

269

415

529

1,079

指定
袋外

法適
用物

対象物
以外

広報あさかわ　2010.6　❷

ごみ問題について考える。
６月は環境月間です。
　「ごみ問題」について考えてみませんか。
　私たちが求めてきた豊かで快適な生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済のシス
テムを生み、ごみ問題や地球温暖化などは地球環境に大きな負担をかけ、様々な環境問題を引き
起こすことになります。
　これからは、いかに「ごみの量を減らすか」を考えていかなければなりません。
　そこで、石川管内のごみの実態についてお知らせいたします。

１ ごみ処理状況

２ 平成２０年度可燃ごみ町村別搬入量

※浅川町の家庭系可燃ごみの一人当たりの搬入量は、１６１㎏と２番目に多い量となっています。
※人口は平成２０年６月１日現在の現住人口

※石川管内のごみ処理は、平成１８年度から減少傾向にありますが、浅川町では可燃ごみについ
　ては増加しています。（資源等ごみには、不燃ごみ、粗大ごみ、災害ごみ等含を含みます。）

特 集 

年度 可燃ごみ
（t）

資源等ごみ
（t）

計
（t） （t） （％） （t） （％） （t） （％）

可燃ごみ 資源等ごみ 計

石川管内のごみ処理状況 浅川町の搬入状況

20

19

18

17

16

10,462

10,698

10,729

10,536

10,085

12,412

12,726

12,898

12,500

12,560

1,596

1,589

1,352

1,467

1,448

15.3

14.9

12.6

13.9

14.4

368

383

409

358

418

18.9

18.9

18.9

18.2

16.9

1,964

1,972

1,761

1,825

1,866

15.8

15.5

13.7

14.6

14.9

1,950

2,028

2,169

1,964

2,475

浅川町

石川町

古殿町

平田村

玉川村

きらら

計

1,596

4,578

1,322

1,081

1,643

242

10,462

1,132

2,988

767

678

981

―　　

6,546

7,003

18,341

6,202

7,176

7,472

―　　

46,194

161

162

123

94

131

―　　

141（平均）

462

1,572

554

401

661

―　　

3,650

2

18

1

2

1

―　　

24

量（t）

計 家庭系 事業系 その他

量（t） 人口（人） 一人当（kg） 量（t） 量（t）
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ごみの不法投棄は犯罪です
６月は「不法投棄防止強調月間です」

　町内にはボランティアで、山林、道路
わき、河川などのごみ拾いをされている
方がたくさんおります。ご協力ありがと
うございます。
　しかし、ごみの不法投棄があとを絶ち
ません。ごみの不法投棄は、５年以下の
懲役または１千万円以下の罰金に処せら
れる重い犯罪です。他人の土地はもちろ
ん自分の土地であっても、ごみを捨てた
り埋め立てたりすることはできません。
〈みんなで不法投棄を防ぎましょう〉
● 雑草が伸びていると不法投棄されやす
　くなります。定期的に除草しましょう
●土地に柵（さく）をしたり見回りをし
　たりして、不法投棄されないような環
　境をつくりましょう 不法投棄禁止の看板近くに捨てられたごみ

今月は〈粗大ごみ〉です。
　粗大ごみの排出には「きららクリーンセンタ
ー」への申し込みが必要です。　☎26ー7500

※１点につきシールを１枚購入してもらい戸別
　収集します。５００円のシール（青）、１,
　０００円のシール（赤）の２種類があります。
※申し込みは土・日・祝祭日を除き毎日行って
　います。
※申込者と相談のうえ収集を行います。

〈サイズが可燃・不燃の基準を超えるもの〉
自転車・三輪車・タンス・机・応接セット・ベ
ッド・こたつなど
※大きさ・重さによりシールが異なりますので
　「きららクリーンセンター」へ電話で確認し
　てください。

不法投棄の未然防止や早期発見には町民の皆さんの協力が必要です。
町民の皆さんの協力で《きれいな浅川町》をつくりましょう。

ごみも分ければ「資源」⑩

おねがい

「可燃ごみ」の排出について
４月からすでに６箇所の収集ステーショ
ンで「東白クリーンセンター」の袋で排
出された可燃ごみがありました。
　石川地方の指定袋を確認して購入して
ください。

広報あさかわ　2010.6　❹

5 ごみ処理に係る負担金（単位千円）

６ 石川地方施設組合のごみ処理に係る経費（単位千円）

※ごみ処理に係る経費の負担金は、石川町に次いで2 番目となっています。
※負担率は町村のごみの実績により構成比を求め、人口１：実績９の割合で算出します。

※可燃ごみ（ごみ処理施設）、資源等ごみ（きららクリーンセンター）を処理するのに係る経費で、１９
　年度までは減少していましたが、20年度では増加しています。

〈ごみを減らそう〉
　ごみ問題は、将来的な資源の枯渇や環境問題につながり深刻な状況になりつつあります。このため、
ごみを捨てる「廃棄社会」から、資源を有効利用する「循環型社会」に転換していくことが大事です。
省資源、省エネルギー、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を心がけ推進していくことが重要です。
　ごみの量を減らすためには、特に「ごみの発生を抑制（リデュース）すること」「不要となったものは
再使用（リユース）すること」「再使用できないものは資源として再生利用（リサイクル）すること」を
わたしたち一人ひとりが意識をして、みんなで協力してこの３Ｒに取組んでごみを減らしましょう。
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副
分
団
長
）

石
井
　

健
　
　
　

（
班
　
　
　

長
）

金
成
　

靖
　
　
　

（
副
　

班
　

長
）

 

第
二
分
団

第
一
班

小
宅
　

政
幸
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

遠
藤
　

勝
啓
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
三
分
団

第
一
班

山
田
　

光
一
　
　

（
班
　
　
　

長
）

第
二
班

小
針
　

久
幸
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

藤
田
　

篤
史
　
　

（
機
動
班
長
）

篠
田
　

文
弘
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
四
班

小
室
　

渉
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
四
分
団

第
一
班

江
田
　

寿
一
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
四
班

齋
藤
　

祥
二
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
五
分
団

第
二
班

鈴
木
　

祐
司
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

迎
　

幸
治
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

◆
勤
続
団
員
（
５
年
勤
続
）

　
　
　
　
　

（
表
彰
状
・
バ
ッ
ジ
）

 

第
一
分
団

第
一
班

我
妻
　

悌
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
二
班

鵜
澤
　

進
一
　
　

（
団
　
　
　

員
）

原
　

秀
樹
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

吉
田
　

勝
彦
　
　

（
副
　

班
　

長
）

草
野
　

洋
二
　
　

（
機
動
班
長
）

 

第
二
分
団

第
一
班

生
田
目
孝
浩
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
二
班

我
妻
　

伸
広
　
　

（
副
　

班
　

長
）

第
三
班

八
旗
　

公
裕
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
三
分
団

第
三
班

角
田
　

孝
志
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
四
分
団

第
二
班

高
坂
　

昌
和
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
四
班

小
濃
　

芳
秋
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
五
分
団

第
二
班

保
志
　

勝
之
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

岡
田
　

聡
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
六
分
団

第
一
班

鈴
木
　

克
紀
　
　

（
団
　
　
　

員
）

◆
無
火
災
分
団
（
表
彰
状
）

第
四
分
団

第
六
分
団
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平
成
22
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

「
消
し
た
か
な
　

あ
な
た
を
守
る
　

合
言
葉
」

浅
川
町
消
防
団
春
季
検
閲

　

４
月
25
日
、
浅
川
町
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

表
彰
及
び
感
謝
状
の
贈
呈
で
は
一
般
協
力
者
や
優
良
火
防
の
家
な
ど
約
70
名

の
方
に
贈
呈
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
受
賞
者
代
表
謝
辞
で
は
、
山
野
邉
繁
さ
ん

（
本
町
一
区
） 

が
謝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

　

表
彰
の
後
に
は
、
通
常
点
検
や
機
械
器
具
点
検
、
分
列
行
進
な
ど
が
行
わ

れ
、
団
員
の
皆
さ
ん
は
規
律
正
し
い
態
度
で
臨
ん
で
い
ま
し
た
。

◆
一
般
協
力
者
（
感
謝
状
）

上
野
　

修
　
　
　

（
荒
　
　
　

町
）

川
井
　

哲
夫
　
　

（
滝
輪
一
区
）

矢
内
　

勝
　
　
　

（
里
　

白
　

石
）

生
田
目
一
浩
　
　

（
福
　

貴
　

作
）

川
音
　

茂
　
　
　

（
　
　

染
　
　

）

八
代
　

敏
彦
　
　

（
簑
　
　
　

輪
）

白
川
　

多
一
　
　

（
袖
　
　
　

山
）

小
室
　

美
好
　
　

（
東
大
畑
一
区
）

角
田
　

弘
　
　
　

（
東
大
畑
二
区
）

根
本
　

勝
彦
　
　

（
畑
　
　
　

田
）

高
坂
　

文
男
　
　

（
中
　
　
　

里
）

佐
川
　

健
二
　
　

（
大
　
　
　

草
）

岡
田
　

春
男
　
　

（
山
白
石
二
区
）

圓
谷
　

吉
幸
　
　

（
山
白
石
五
区
）

鈴
木
　

一
三
　
　

（
山
白
石
七
区
）

鈴
木
　

幸
治
　
　

（
小
　
　
　

貫
）

関
根
　

正
幸
　
　

（
太
　

田
　

輪
）

◆
優
良
火
防
の
家

　
　
　
　

（
表
彰
状
・
プ
レ
ー
ト
）

山
野
邉
　

繁
　
　

（
本
町
一
区
）

吉
田
　

喜
一
　
　

（
本
町
二
区
）

蛭
田
　

俊
郎
　
　

（
荒
　
　
　

町
）

岡
部
　

宗
壽
　
　

（
滝
輪
一
区
）

圓
谷
　

弘
美
　
　

（
福
　

貴
　

作
）

川
音
　

昭
一
　
　

（
　
　

染
　
　

）

小
針
　

和
志
　
　

（
簑
　
　
　

輪
）

白
川
　

榮
　
　
　

（
袖
　
　
　

山
）

角
田
　

正
之
　
　

（
東
大
畑
一
区
）

松
本
　

好
美
　
　

（
東
大
畑
二
区
）

小
室
　

健
一
　
　

（
畑
　
　
　

田
）

江
田
　

浩
一
　
　

（
中
　
　
　

里
）

小
濃
　

芳
家
　
　

（
大
　
　
　

草
）

鈴
木
　

國
夫
　
　

（
山
白
石
七
区
）

圓
谷
　

広
行
　
　

（
山
白
石
五
区
）

薄
井
　

文
男
　
　

（
小
　
　
　

貫
）

藤
田
　

保
幸
　
　

（
太
　

田
　

輪
）

◆
平
成
21
年
度
分
団
長

　
　
　
　
　

（
感
謝
状
・
記
念
品
）

前
第
一
分
団
分
団
長

　

小
室
　

利
幸

前
第
二
分
団
分
団
長

　

迎
　
　

義
徳

前
第
三
分
団
分
団
長

　

鈴
木
　

道
明

前
第
四
分
団
分
団
長

　

江
田
　

浩
一

表
彰
状
・
感
謝
状
を
授
与

さ
れ
た
方
（
敬
称
略
）
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前
第
五
分
団
分
団
長

　

岡
田
　

賢
一

前
第
六
分
団
分
団
長

　

瓦
吹
　

勝
彦

◆
優
良
団
員
（
10
年
勤
続
）

　
　
　
　
　

（
表
彰
状
・
バ
ッ
ジ
）

 

第
一
分
団

第
一
班

関
根
　

彰
宏
　
　

（
機
動
班
長
）

第
二
班

松
崎
　

誠
　
　
　

（
副
分
団
長
）

石
井
　

健
　
　
　

（
班
　
　
　

長
）

金
成
　

靖
　
　
　

（
副
　

班
　

長
）

 

第
二
分
団

第
一
班

小
宅
　

政
幸
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

遠
藤
　

勝
啓
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
三
分
団

第
一
班

山
田
　

光
一
　
　

（
班
　
　
　

長
）

第
二
班

小
針
　

久
幸
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

藤
田
　

篤
史
　
　

（
機
動
班
長
）

篠
田
　

文
弘
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
四
班

小
室
　

渉
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
四
分
団

第
一
班

江
田
　

寿
一
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
四
班

齋
藤
　

祥
二
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
五
分
団

第
二
班

鈴
木
　

祐
司
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

迎
　

幸
治
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

◆
勤
続
団
員
（
５
年
勤
続
）

　
　
　
　
　

（
表
彰
状
・
バ
ッ
ジ
）

 

第
一
分
団

第
一
班

我
妻
　

悌
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
二
班

鵜
澤
　

進
一
　
　

（
団
　
　
　

員
）

原
　

秀
樹
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

吉
田
　

勝
彦
　
　

（
副
　

班
　

長
）

草
野
　

洋
二
　
　

（
機
動
班
長
）

 

第
二
分
団

第
一
班

生
田
目
孝
浩
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
二
班

我
妻
　

伸
広
　
　

（
副
　

班
　

長
）

第
三
班

八
旗
　

公
裕
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
三
分
団

第
三
班

角
田
　

孝
志
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
四
分
団

第
二
班

高
坂
　

昌
和
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
四
班

小
濃
　

芳
秋
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
五
分
団

第
二
班

保
志
　

勝
之
　
　

（
団
　
　
　

員
）

第
三
班

岡
田
　

聡
　
　
　

（
団
　
　
　

員
）

 

第
六
分
団

第
一
班

鈴
木
　

克
紀
　
　

（
団
　
　
　

員
）

◆
無
火
災
分
団
（
表
彰
状
）

第
四
分
団

第
六
分
団
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まちのわだい・できごと

　

い
わ
き
石
川
青
年
会
議
所
主
催

に
よ
る
交
通
安
全
教
室
が
５
月
10

日
、
石
川
自
動
車
教
習
所
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
の
は
、
各
小
学
校
に

今
年
度
入
学
し
た
児
童
の
皆
さ
ん

で
、
石
川
警
察
署
の
署
員
や
交
通

教
育
専
門
員
の
指
導
の
も
と
道
路

の
歩
き
方
や
横
断
の
仕
方
な
ど
を

学
習
し
た
ほ
か
緊
急
車
両
の
見
学

な
ど
も
行
い
ま
し
た
。

交
通
ル
ー
ル
を
学
ぶ

　

学
童
軟
式
野
球
チ
ー
ム
「
あ
さ

か
わ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ズ
」
の
結
団
式

が
５
月
８
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

同
チ
ー
ム
は
代
表
を
我
妻
起
一

さ
ん
（
福
貴
作
）
監
督
を
小
室
武

次
郎
さ
ん
が
務
め
、
浅
川
町
内
の

小
学
校
４
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で

の
16
名
の
児
童
が
参
加
し
て
い
ま

す
。

　

練
習
は
毎
週
土
日
、
大
同
信
号

野
球
場
他
で
行
っ
て
お
り
、
ま
ず

は
１
勝
を
目
指
し
て
頑
張
っ
て
い

ま
す
。

あ
さ
か
わ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ズ
始
動

　

浅
川
町
婦
人
会
（
松
崎
悦
子
会

長
）
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

さ
ぎ
そ
う
に
空
き
缶
の
プ
ル
タ
ブ

約
26
㎏
、
石
川
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ

ブ
へ
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
キ
ャ
ッ
プ

約
47
㎏
を
そ
れ
ぞ
れ
寄
付
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
婦
人
会
で
１
年
間
か
け

て
集
め
た
も
の
で
車
椅
子
な
ど
に

交
換
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

町
婦
人
会
で
は
、
プ
ル
タ
ブ
の
ほ

か
ボ
ト
ル
キ
ャ
ッ
プ
や
ベ
ル
マ
ー

ク
な
ど
を
集
め
て
お
り
ま
す
の
で

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

プ
ル
タ
ブ
な
ど
を
寄
付

広報あさかわ　2010.6　❽

　

４
月
26
日
、
役
場
町
長
室
に
お

い
て
、
人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱
状

伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
委
嘱
状
を
交
付
さ
れ
た
の

は
、
関
根
信
義
さ
ん
（
簑
輪
）
で

３
年
間
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と

に
伴
い
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
法
務
大
臣
よ

り
委
嘱
さ
れ
、
人
権
問
題
に
関
す

る
相
談
を
受
け
た
り
相
談
者
の
問

題
解
決
に
援
助
を
与
え
た
り
等
の

活
動
を
行
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
を
委
嘱

　

浅
川
町
防
犯
協
会
総
会
が
４
月

22
日
、
町
中
央
公
民
館
に
お
い
て

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
で
は
平
成
21
年
度
の
事
業

報
告
や
決
算
、
平
成
22
年
度
の
事

業
計
画
等
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ

ま
し
た
。

 

事
業
計
画
で
は
、
月
２
回
街
頭
活

動
を
行
う
ほ
か
、
お
盆
や
花
火
大

会
時
の
夜
間
街
頭
活
動
や
年
末
年

始
に
街
頭
活
動
等
を
行
な
い
、
犯

罪
の
無
い
町
づ
く
り
の
た
め
に
活

動
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

防
犯
事
業
を
審
議

　

４
月
12
日
、
平
成
22
年
度
の
行
政
区

長
会
議
が
町
中
央
公
民
館
で
行
わ
れ
、

今
年
度
の
行
政
区
長
26
名
に
委
嘱
状
が

交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
荒
町
の
上
野
修
区
長
を

区
長
会
長
に
選
出
し
た
ほ
か
、
区
長
会

の
各
役
員
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

 

行
政
区
長
氏
名 

（
敬
称
略
）

荒
　
　
　

町
　

上
野
　

修

本
町
一
区
　

内
田
　

東
英

本
町
二
区
　

小
山
田
良
廣

簑
　
　
　

輪
　

小
針
　

浩
美

袖
　
　
　

山
　

白
川
　

多
一

根
　
　
　

岸
　

渡
邉
　

一
郎

大
　
　
　

草
　

佐
川
　

和
久

松
　

野
　

入
　

矢
吹
　

勲

中
　
　
　

里
　

岡
部
　

保

東
大
畑
一
区
　

金
澤
　

秀
男

東
大
畑
二
区
　

藤
田
　

喜
祥

畑
　
　
　

田
　

根
本
　

明
雄

里
　

白
　

石
　

我
妻
　

忠
夫

福
　

貴
　

作
　

圓
谷
　

耕
一

　
　

染
　
　
　

八
旗
　

正
紀

滝
輪
一
区
　

金
成
　

一
友

滝
輪
二
区
　

水
津
　

正
紀

山
白
石
一
区
　

生
田
目
新
蔵

山
白
石
二
区
　

小
山
田
寛
治

山
白
石
三
区
　

松
浦
　

正
孝

山
白
石
四
区
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まちのわだい・できごと

　

い
わ
き
石
川
青
年
会
議
所
主
催

に
よ
る
交
通
安
全
教
室
が
５
月
10

日
、
石
川
自
動
車
教
習
所
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
の
は
、
各
小
学
校
に

今
年
度
入
学
し
た
児
童
の
皆
さ
ん

で
、
石
川
警
察
署
の
署
員
や
交
通

教
育
専
門
員
の
指
導
の
も
と
道
路

の
歩
き
方
や
横
断
の
仕
方
な
ど
を

学
習
し
た
ほ
か
緊
急
車
両
の
見
学

な
ど
も
行
い
ま
し
た
。

交
通
ル
ー
ル
を
学
ぶ

　

学
童
軟
式
野
球
チ
ー
ム
「
あ
さ

か
わ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ズ
」
の
結
団
式

が
５
月
８
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

同
チ
ー
ム
は
代
表
を
我
妻
起
一

さ
ん
（
福
貴
作
）
監
督
を
小
室
武

次
郎
さ
ん
が
務
め
、
浅
川
町
内
の

小
学
校
４
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で

の
16
名
の
児
童
が
参
加
し
て
い
ま

す
。

　

練
習
は
毎
週
土
日
、
大
同
信
号

野
球
場
他
で
行
っ
て
お
り
、
ま
ず

は
１
勝
を
目
指
し
て
頑
張
っ
て
い

ま
す
。

あ
さ
か
わ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ズ
始
動

　

浅
川
町
婦
人
会
（
松
崎
悦
子
会

長
）
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

さ
ぎ
そ
う
に
空
き
缶
の
プ
ル
タ
ブ

約
26
㎏
、
石
川
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ

ブ
へ
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
キ
ャ
ッ
プ

約
47
㎏
を
そ
れ
ぞ
れ
寄
付
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
婦
人
会
で
１
年
間
か
け

て
集
め
た
も
の
で
車
椅
子
な
ど
に

交
換
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

町
婦
人
会
で
は
、
プ
ル
タ
ブ
の
ほ

か
ボ
ト
ル
キ
ャ
ッ
プ
や
ベ
ル
マ
ー

ク
な
ど
を
集
め
て
お
り
ま
す
の
で

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

プ
ル
タ
ブ
な
ど
を
寄
付
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４
月
26
日
、
役
場
町
長
室
に
お

い
て
、
人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱
状

伝
達
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
委
嘱
状
を
交
付
さ
れ
た
の

は
、
関
根
信
義
さ
ん
（
簑
輪
）
で

３
年
間
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
と

に
伴
い
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
法
務
大
臣
よ

り
委
嘱
さ
れ
、
人
権
問
題
に
関
す

る
相
談
を
受
け
た
り
相
談
者
の
問

題
解
決
に
援
助
を
与
え
た
り
等
の

活
動
を
行
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
を
委
嘱

　

浅
川
町
防
犯
協
会
総
会
が
４
月

22
日
、
町
中
央
公
民
館
に
お
い
て

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
で
は
平
成
21
年
度
の
事
業

報
告
や
決
算
、
平
成
22
年
度
の
事

業
計
画
等
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ

ま
し
た
。

 

事
業
計
画
で
は
、
月
２
回
街
頭
活

動
を
行
う
ほ
か
、
お
盆
や
花
火
大

会
時
の
夜
間
街
頭
活
動
や
年
末
年

始
に
街
頭
活
動
等
を
行
な
い
、
犯

罪
の
無
い
町
づ
く
り
の
た
め
に
活

動
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

防
犯
事
業
を
審
議

　

４
月
12
日
、
平
成
22
年
度
の
行
政
区

長
会
議
が
町
中
央
公
民
館
で
行
わ
れ
、

今
年
度
の
行
政
区
長
26
名
に
委
嘱
状
が

交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
荒
町
の
上
野
修
区
長
を

区
長
会
長
に
選
出
し
た
ほ
か
、
区
長
会

の
各
役
員
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

 

行
政
区
長
氏
名 

（
敬
称
略
）

荒
　
　
　

町
　

上
野
　

修

本
町
一
区
　

内
田
　

東
英

本
町
二
区
　

小
山
田
良
廣

簑
　
　
　

輪
　

小
針
　

浩
美

袖
　
　
　

山
　

白
川
　

多
一

根
　
　
　

岸
　

渡
邉
　

一
郎

大
　
　
　

草
　

佐
川
　

和
久

松
　

野
　

入
　

矢
吹
　

勲

中
　
　
　

里
　

岡
部
　

保

東
大
畑
一
区
　

金
澤
　

秀
男

東
大
畑
二
区
　

藤
田
　

喜
祥

畑
　
　
　

田
　

根
本
　

明
雄

里
　

白
　

石
　

我
妻
　

忠
夫

福
　

貴
　

作
　

圓
谷
　

耕
一

　
　

染
　
　
　

八
旗
　

正
紀

滝
輪
一
区
　

金
成
　

一
友

滝
輪
二
区
　

水
津
　

正
紀

山
白
石
一
区
　

生
田
目
新
蔵

山
白
石
二
区
　

小
山
田
寛
治

山
白
石
三
区
　

松
浦
　

正
孝

山
白
石
四
区
　

小
松
　

堅
治

山
白
石
五
区
　

迎
　

徳
之

山
白
石
六
区
　

迎
　

久
義

山
白
石
七
区
　

鈴
木
　

淑
之

小
　
　
　

貫
　

鈴
木
　

幸
治

太
　

田
　

輪
　

大
河
内
清
美

新
し
い
行
政
区
長

まちのわだい・できごと
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いつまでもお元気で

平野ヨシイさん（本町一区）
大正１１年４月１９日生まれ

●戦時中の思い出は？
　横須賀で味わった空爆の恐ろしさ。戦争は
　嫌です
●若いころ、楽しかった思い出は？
　友達と郡山へ通った車中でのおしゃべり
●毎日何をしていますか？
　主婦業と趣味
●町の印象は?
　災害がなく自然の豊かな町。城山からの眺
　めは最高
●最後に何か一言どうぞ
　人に迷惑をかけず静かに暮らしたいです

●趣味は？
　山野草、公民館での大正琴など

祝米寿祝米寿

「消えた年金」問題  年金記録の回復が早くなります

　次の基準に当てはまる方は、年金記録確認第三者委員会で審議することなく、年金事務
所の調査で記録を回復できます。

年金事務所で迅速に記録を回復できる基準が新たに追加されました。

１、厚生年金　～標準報酬月額の改ざんの疑い～
●６か月以上さかのぼって標準報酬月額が大きく引き下げられている記録が事実に反して
　いると疑われるなどの条件を満たす場合

２、厚生年金　～脱退手当金の誤った支給記録～
●昭和４９年まで発行されていた厚生年金の被保険者証に、脱退手当金を支給した表示
　（○）がないなどの条件を満たす場合
●脱退手当金の支給日より前にその計算基礎にされていない厚生年金の期間があるなどの
　条件を満たす場合

３、国民年金　～２年以下の記録もれ～
●保険料納付記録がもれていると思われる期間が２年以下であって、その他の期間は納付
　済みであるなどの一定の条件を満たす場合

　この他にも確定申告書の控えが残っている場合や、お勤めの事業所が廃止された後に厚
生年金の加入記録がさかのぼって変更されている場合などの回復基準があります。

　【問い合わせ先】　郡山年金事務所　☎０２４‐９３２‐３４３４

脱
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●年齢は？
　３５歳
●出身は？
　浅川町
●家族構成は？
　父、母、祖母
●趣味は？
　ゴルフ
●今、欲しいものは？
　ボーナス、ゴルフ道具いろいろ、嫁
●楽しかった思い出は？
　友達と行ったゴルフ
●どんなスポーツが好きですか？
　ゴルフ、バスケットボール
●プチ将来　家の新築
●最後に何か一言どうぞ
　みなさん火の用心をお願いします。
　次、会長 よろしく
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
▶次回は、金成 靖さん（荒町）の予定です。

藤田  正憲さん（東大畑一区）

●年齢は？
　３６歳
●出身は？
　棚倉町
●家族構成は？
　夫、娘
●趣味は？
　読書、お菓子作り、家庭菜園
●今、欲しいものは？
　病気に負けない健康な体
●楽しかった思い出は？
　新婚旅行で行ったオーストラリア
●プチ将来
　グアム旅行
●町の印象は？
　静かで一時停止が多い町
●最後に何か一言どうぞ
　のびのびくらぶのみんな～ よろしくね～
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
▶次回は、根本洋子さん（荒町）の予定です。

西牧  直美さん（ 東大畑二区）

笹島真一、紀子夫妻（山白石四区）に
誕生した第４子、亜愉香ちゃんです。
（平成２２年２月１２日生まれ）
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平成22年度 がん検診実施計画

【問い合わせ先】　保健センター　☎３６‐４７２２

　標記のことについて、下記のとおり計画しています。積極的に受診されますようよろしくお願
いいたします。

検診名 対象者 検診内容 日時及び会場

20歳以上の女性

30歳～39歳の女性

40歳～49歳の女性

50歳～59歳の女性

60歳以上の女性

40歳以上の方

40歳以上の方

65歳以上の方

40歳以上の方

ハイリスク者
（該当条件あり）

50歳以上の男性
(治療中の方は対象外）

40歳以上の方で
該当する方
（該当条件あり）

問診・視診・細胞診

（基準日：平成２３年３月３１日）

視触診・超音波検査

視触診・マンモグラフィ２方向

視触診・マンモグラフィ１方向

マンモグラフィ１方向

問診・胸部レントゲン撮影

問診・バリウム服用による
レントゲン間接撮影

問診・
便潜血反応検査（2日間）

血液検査
（前立腺腫瘍マーカー検査）

問診・血液検査
（Ｂ型、Ｃ型肝炎検査）

問診・胸部レントゲン撮影

 9月 6日（月）
 9月10日（金）

浅川町保健センター

 11月24日（水）
 11月29日（月）
 12月 1日（水）
 12月 2日（木）
 12月 7日（火）
（完全予約制）

浅川町保健センター

 10月 8日（金）
 10月12日（火）
 10月13日（水）
 10月14日（木）
 10月15日（金）
 10月17日（日）
 10月18日（月）
 10月19日（火）
浅川町保健センター

ただし
 10月 8日（金）は

山白石多目的集会センター
 10月12日（火）は

里白石北部集会センター

子宮がん検診と同日問診・超音波による骨量測定対象地区に住む
30歳以上の女性

子宮頸がん検診

胃 が ん 検 診

大 腸 が ん 検 診

肺 が ん 検 診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診

結 核 検 診

骨粗しょう症検診

乳 が ん 検 診
（４０歳以上の方は
　　　　　隔年で受診）

◎受診録は１週間～２週間前に地区の保健協力員が配布します。受診を希望する方で、届かない
　場合はご連絡ください。
◎受付時間などの詳細については、受診票配布時にお知らせいたします。
◎受診録の配布は、平成２１年３月に実施した検診意向調査に基づきます。申し出があればいつ
　でも変更できます。
◎不明な点については、保健センターまでご確認ください。
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【乳幼児の健診・教室】●対象者には個別通知します。母子健康手帳をご持参ください。
３～４か月健診・BCG接種 １歳６か月児健診

股関節脱臼検査 もぐもぐ教室 お誕生教室

３歳児健診

次回は８月３日（火）

午後１:１５～１:３０
石川町保健センター

７月：平成２２年３月生
８月：平成２２年４月生

７月９日（金）
午後０:４５～１:００
保健センター

平成２０年１０月   　　　
　　　　　　 ～１１月生

次回は９月３日（金）日　　程
受付時間
場　　所

対 象 者

【予防接種】 ●母子健康手帳・各予防接種の予診票を忘れずに持参してください。

【心の健康相談】

日程・受付時間・場所

注意事項

三種混合予防接種

３週～８週の間隔で３回接種を受けてください。
追加接種の方は、前回接種から概ね１年を経過してから受けましょう。

６月１８日（金）・７月２３日（金）　午後０:３０～１:００　保健センター

７月８日（木）
８月１９日（木） ６月３０日（水）

午前９:１５～９:３０
保健センター

平成２１年１０月～１２月生

７月１５日（木）

午前９:１５～９:３０
保健センター

平成２１年６月～７月

日　　程

受付時間
場　　所

対 象 者

　お子さんと家族の方がいっしょに
参加する自由あそびの場です。申し
込みの必要はありませんが、受付時
間に遅れないようにしてください。
　詳細は参加時に説明します。

　6 月2２日（火）は、保育所との連携事業「にこにこ広場」にな
ります。
　参加を希望される方は６月１６日（水）まで浅川保育所に申
し込んでください。保健センターホールの開放は行いません。

１０:００～１１:３０
（受付９:５０～１０:００）

みんなといっしょの広場つどいの広場・育児相談

７月１３日（火） 浅川幼稚園

[乳幼児のあそびの場]

　日時・場所 ６月２３日（水）（予約制） 保健センター
●相談を希望される方は、電話で保健センターまで申し込んでください
●精神面で悩みを持っている方、心の病気や精神障がいで困っている方で、本人やその家族、
　関係者が対象になります。相談には、医療機関の臨床心理士が応じます

６月２２日（火） ９:３０～１１:００ 浅川保育所

７月  ９日（火） ９:３０～１１:３０ 保健センター

７月２０日（火） ９:３０～１１:３０ 保健センター
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平成22年度 がん検診実施計画

【問い合わせ先】　保健センター　☎３６‐４７２２
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　関係者が対象になります。相談には、医療機関の臨床心理士が応じます
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我が国が人口減少社会となって
実施する最初の国勢調査

我が国が人口減少社会となって
実施する最初の国勢調査

平成22年国勢調査は、我が国が人口減少となって実施する最初の調査であり、日本の未来を
考えるために欠くことのできない最初の人口・世帯の実態を明らかにする重要な調査です。
調査の結果は、児童福祉、高齢者の介護・医療、若者の雇用対策、地域の活性化など、私た
ちの暮らしのさまざまな分野で役立てる基礎データになります。

●平成２２年１０月１日現在、日本国内にふだん
　住んでいるすべての人及び世帯を対象とします。
　外国人も対象です。
●国勢調査は、総務省ー都道府県ー市区町村ー指
　導員ー調査員ー世帯の流れで行います。
●９月下旬から、調査員が各世帯を訪問して調査
　票を配布します。
　記入いただいた調査票は、封筒に入れて封をし
　た上で調査員に渡していただくか、市区町村に
　郵送で提出していただきます。

●国勢調査は、統計法（国の統計に関する基本的
　な法律）で、基幹統計調査としての位置づけが
　規定されています。
●基幹統計調査については、統計法で、調査票に
　記入して提出することの報告義務が定められて
　います。
●国勢調査は、統計法で５年ごとに実施すること
　が定められています。

●調査員をはじめとする国勢調査に従事する者に
　は、統計法によって、個人情報を保護するため
　の厳格な守秘義務が課せられています。
●調査票に記入していただいた内容は、統計の作
　成以外に使用することはありません。
●調査票は、外部にもれないように厳重に管理し、
　集計が完了した後には完全に溶かし、再生紙と
　して生まれ変わります。

●世帯員に関する項目について
　「男女の別」、「出生の年月」、「配偶者の有無」、　
　「就業状態」、「従業地又は通学地」など１５項目
●世帯に関する項目について
　「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」な
　ど５項目
●結果の公表について
　人口・世帯数の速報結果を、平成２３年２月に
　公表します。
　そして、男女・年齢別人口、世帯の状況などの詳
　しい結果を、平成２３年６月から順次公表しま
　す。
　公表した調査結果は、インターネットや報告書
　などで、どなたでもご覧いただけます。

調査項目や調査結果の
公表は次のとおりです

法律に基づいて行います

調査票の記入内容は
厳重に守られます

10月1日現在で
全国いっせいに行います

平成22年国勢調査ポスター
小学生部門　総務大臣賞

平成22年10月1日は国勢調査
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下水道第２期整備区域一部供用開始のお知らせ
　平成２１年度事業において下水道管埋設工事を進めてきましたが３月下旬に工事が完了いたし
ました。工事期間中現場付近の住民の方々には交通規制、騒音、振動等により大変ご迷惑をおか
けいたしました。皆様方のご協力により平成２２年４月２８日より大字浅川字大明塚地内の一部
区域（下の図面参照）において、宅内の排水を下水道本管に接続することができるようになりま
した。
　供用開始日から３年以内に宅内の排水を下水道に接続するための工事をした方には、助成金制
度が適用され下記の金額が交付されます。
　　　　　　　　　　　　供用開始日から１年以内の接続………３万円
　　　　　　　　　　　　供用開始日から２年以内の接続………２万円
　　　　　　　　　　　　供用開始日から３年以内の接続………１万円
　　　　　　　　　　　　（第１期整備区域内については該当しません。）
　公共下水道へ接続しようと思っているが、手続きなどが分からない方は、お気軽に建設水道課
にご相談ください。

浅川東汚水幹線浅川東汚水幹線

放流管渠

浅川浄化センター

放流管渠

浅川浄化センター

浅川西汚水幹線浅川西汚水幹線

浅川町役場浅川町役場

磐城浅川駅磐城浅川駅

深谷クリニック
保健センター

今回供用開始区域
深谷クリニック

保健センター

今回供用開始区域

凡　例
既認可区域界
既認可区域界
供用開始済区域
供用開始区域
終 末 処 理 場
幹 線 管 渠

平成22年4月現在

【問い合わせ先】 建設水道課　☎３６‐１１８４

浅川中央汚水幹線浅川中央汚水幹線
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先
】

　

県
中
地
方
振
興
局
県
税
部

　

不
動
産
取
得
税
チ
ー
ム

　

今
年
に
入
り
、
全
国
で
子
ど
も
の

火
遊
び
に
よ
る
悲
惨
な
火
災
が
相
次

い
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
火
遊
び
に
よ
る
火
災
の

う
ち
、
ラ
イ
タ
ー
起
因
で
あ
る
も
の

が
半
数
以
上
に
上
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
５
歳
未
満
に
お
い
て
死
傷
者
の

発
生
が
高
い
こ
と
が
調
査
に
よ
り
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

幼
い
子
ど
も
の
い
る
家
庭
で
は
、

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
子
ど
も
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
ラ

　

イ
タ
ー
を
置
か
な
い

②
子
ど
も
に
ラ
イ
タ
ー
を
触
ら
せ
な
い

③
子
ど
も
が
ラ
イ
タ
ー
で
火
遊
び
を

　

し
て
い
る
の
を
見
か
け
た
ら
、
す

　

ぐ
に
注
意
し
て
止
め
さ
せ
る

④
理
解
で
き
る
年
齢
に
な
っ
た
ら
、

　

子
ど
も
に
火
の
怖
さ
を
教
え
る

平
成
22
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

「
消
し
た
か
な
　

あ
な
た
を
守
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
言
葉
」

　

福
島
県
内
に
お
け
る
会
社
や
法
人

の
登
記
事
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
22

年
２
月
１
日
か
ら
福
島
地
方
法
務
局

法
人
登
記
部
門
の
み
で
取
り
扱
っ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
お
知
ら

せ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
決
算
期
を
迎
え
る
に
伴
い
登
記

申
請
が
増
加
す
る
こ
と
か
ら
、
登
記

申
請
の
際
に
は
改
め
て
ご
留
意
願
い

ま
す
。

　

な
お
、
会
社
や
法
人
の
登
記
に
か

か
る
登
記
事
項
証
明
書
、
印
鑑
証
明

書
の
交
付
事
務
（
動
産
・
債
権
譲
渡

登
記
に
か
か
る
概
要
記
録
事
項
証
明

書
の
交
付
事
務
を
含
む
）
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
最
寄
り
の
法
務
局

（
支
局
・
出
張
所
）
で
も
取
り
扱
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
不
動
産
登
記
事
務
に
つ
い

て
は
取
り
扱
い
の
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
島
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門

☎
０
２
４‐

５
３
４‐

１
９
０
４

　

平
成
22
年
度
の
労
働
保
険
の
年
度

更
新
を
行
っ
て
い
た
だ
く
時
期
と
な

り
ま
し
た
。

　

６
月
初
め
に
福
島
労
働
局
か
ら
送

付
さ
れ
る
申
告
書
と
記
載
要
領
を
よ

く
お
読
み
い
た
だ
い
て
７
月
12
日
ま

で
に
最
寄
り
の
銀
行
、
郵
便
局
、
労

働
基
準
監
督
署
、
福
島
労
働
局
に
お

い
て
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
島
労
働
局
　

労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
４‐

５
３
６-

４
６
０
７

《
募
集
区
分
》

小
学
生
低
学
年
の
部
（
１
〜
３
年
）

小
学
校
高
学
年
の
部
（
４
〜
６
年
）

中
学
生
の
部

《
応
募
規
格
》

①
作
品
（
ポ
ス
タ
ー
）
の
サ
イ
ズ
は
、

　

四
つ
切
り
画
用
紙
（
３
８
０
㎜×

　

５
４
０
㎜
）
ま
た
は
Ｂ
３
版
（
３

　

６
４
㎜×

５
１
５
㎜
）
と
し
ま
す
。

②
作
品
の
画
材
に
つ
い
て
は
特
に
問

　

い
ま
せ
ん
が
、
立
体
性
の
あ
る
作

　

品
（
の
り
な
ど
を
使
用
し
て
貼
り

　

つ
け
た
も
の
）
は
審
査
対
象
外
と

　

し
ま
す
。

③
応
募
作
品
の
審
査
基
準
は
循
環
型

　

射
会
の
構
築
に
向
け
て
、
３
Ｒ

　

（
廃
棄
物
な
ど
の
リ
デ
ュ
ー
ス
、

会
社
・
法
人
登
記
事
務
の

　
　
　
　
　
　
　

取
扱
庁
に
つ
い
て

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

労
働
保
険
の
年
度
更
新
に
つ
い
て

３
Ｒ
促
進
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　

募
集
に
つ
い
て

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

ラ
イ
タ
ー
使
用
に
注
意
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狂犬病予防注射は済みましたかクリーンアップ作戦に
参加しましょう

　昭和５７年度より実施してきたクリーンア
ップ作戦も本年で２８回目となり、今年度も
町内で一斉に実施します。
　河川・道路に捨てられた空き缶、空き瓶、
ビニール、紙くずなどの回収や道路、堤防な
どの雑木、雑草の刈払いを行いますのでご協
力をお願いします。
　なお、自転車、バイク、タイヤ、バッテリ
ー、特定家電４品目（冷蔵庫、エアコン、洗
濯機、テレビ）は回収しませんのでご注意く
ださい。
　●日　時　７月４日（日）
　　午前５時３０分～６時３０分
　●場　所　各行政区の指定場所
　●持参物　草刈鎌、手袋など
【問い合わせ先】
　建設水道課　☎３６‐１１８４
　住民課　　　☎３６‐４１２４

　５月１９日・２０日・２１日に狂犬病予防
注射を実施しましたが、まだ注射が済んでい
ない犬には、最寄りの獣医師または動物病院
で注射を受けさせてください。その時は「狂
犬病予防注射証明書」を受けとり住民課に提
出してください。
　毎年、犬に狂犬病予防注射（ワクチン接
種）をすることで、飼い犬全体の免疫を上げ
恐ろしい病気の侵入を防ぐ必要があります。

※犬が死亡・失踪したり他人に譲渡したりし
　た場合は住民課に届け出をお願いします
※犬を放し飼いにすると、野良犬と間違われ
　て捕獲されることがあります。捕獲後、飼
　い主が特定されない場合は処分されてしま
　います
※犬は必ず繋いで飼い、首輪に鑑札など飼い
　主を特定できるものをつけましょう
【問い合わせ先】 住民課 ☎３６‐４１２４

図書室に新刊が入りました
　　花世の立春
　　遊行の門
　　ギザギザ家族
　　へんしんマジック
　　ピヨピヨもりのゆうえんち
　　にじいろのさかな うみそこのぼうけん

【問い合わせ先】
　中央公民館　☎３６‐２１３４

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種
（
税
務
）

試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
の
実
施

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ
テ

ィ
あ
ふ
れ
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

税
務
職
員
は
、
国
の
財
政
を
支
え

る
重
要
な
仕
事
を
担
い
、
国
税
局
や

税
務
署
に
お
い
て
調
査
・
指
導
を
行

う
税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。

《
受
験
資
格
》

平
成
元
年
４
月
２
日
〜

平
成
５
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

《
受
験
申
込
受
付
期
間
》

６
月
22
日
㈫
〜
６
月
29
日
㈫

《
受
験
申
込
書
の
請
求
》

最
寄
り
の
税
務
署
、
仙
台
国
税

局
人
事
第
二
課
又
は
人
事
院
東

北
事
務
局

《
受
験
申
込
書
の
提
出
先（
郵
送
）》

人
事
院
東
北
事
務
局

仙
台
市
青
葉
区
本
町
３‐

２‐

23

《
試
験
日
及
び
試
験
種
目
》

第
一
次
試
験

（
教
養
・
適
性
・
作
文
試
験
）

９
月
５
日
㈰

第
二
次
試
験

（
人
物
試
験
・
身
体
検
査
）

10
月
14
日
㈭
〜
10
月
21
日
㈭
の

い
ず
れ
か
指
定
す
る
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

人
事
院
東
北
事
務
局

☎
０
２
２‐

２
２
１‐

２
０
２
２

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課

☎
０
２
２‐

２
６
３‐

１
１
１
１

　
　
　
　
　
　

（
内
線
３
２
３
６
）



17　広報あさかわ　2010.6

　

土
地
や
家
屋
を
取
得
す
る
と
、
そ

の
取
得
ご
と
に
一
度
だ
け
県
の
不
動

産
取
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

税
額
は
、
不
動
産
取
得
税
の
課
税

標
準
額
の
３
％
（
住
宅
以
外
の
家
屋

に
つ
い
て
は
４
％
）
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
場
合
に
は
、
取
得
し
た
旨
を
申
告

し
、
減
額
申
請
の
手
続
き
を
行
う
こ

と
に
よ
り
軽
減
措
置
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《
新
築
住
宅
》

・
延
べ
床
面
積
50
㎡
（
貸
家
用
共
同

住
宅
に
つ
い
て
は
１
区
画
40
㎡
）

　

以
上
２
４
０
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と

《
中
古
住
宅
》

・
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
物
件

①
個
人
で
あ
る
取
得
者
自
ら
が
居
住

　

す
る
も
の

②
延
べ
床
面
積
が
50
㎡
以
上
２
４
０

　

㎡
以
下

③
新
築
後
20
年
以
内
で
あ
る
こ
と
。

　

当
該
年
数
を
経
過
し
て
い
て
も
取

　

得
日
前
２
年
以
内
に
新
耐
震
基
準

　

に
適
合
す
る
旨
の
証
明
が
な
さ
れ

　

て
い
る
住
宅
を
取
得
し
た
こ
と
。

《
新
築
住
宅
用
土
地
》

　

土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
３
年
以

　

内
に
そ
の
土
地
の
上
に
住
宅
が
新

　

築
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
又
は
、
土

　

地
の
取
得
前
１
年
以
内
に
そ
の
土

　

地
の
上
に
、
土
地
の
所
有
者
が
住

　

宅
を
新
築
し
て
い
る
こ
と
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

県
中
地
方
振
興
局
県
税
部

　

不
動
産
取
得
税
チ
ー
ム

　

今
年
に
入
り
、
全
国
で
子
ど
も
の

火
遊
び
に
よ
る
悲
惨
な
火
災
が
相
次

い
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
火
遊
び
に
よ
る
火
災
の

う
ち
、
ラ
イ
タ
ー
起
因
で
あ
る
も
の

が
半
数
以
上
に
上
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
５
歳
未
満
に
お
い
て
死
傷
者
の

発
生
が
高
い
こ
と
が
調
査
に
よ
り
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

幼
い
子
ど
も
の
い
る
家
庭
で
は
、

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
子
ど
も
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
ラ

　

イ
タ
ー
を
置
か
な
い

②
子
ど
も
に
ラ
イ
タ
ー
を
触
ら
せ
な
い

③
子
ど
も
が
ラ
イ
タ
ー
で
火
遊
び
を

　

し
て
い
る
の
を
見
か
け
た
ら
、
す

　

ぐ
に
注
意
し
て
止
め
さ
せ
る

④
理
解
で
き
る
年
齢
に
な
っ
た
ら
、

　

子
ど
も
に
火
の
怖
さ
を
教
え
る

平
成
22
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

「
消
し
た
か
な
　

あ
な
た
を
守
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
言
葉
」

　

福
島
県
内
に
お
け
る
会
社
や
法
人

の
登
記
事
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
22

年
２
月
１
日
か
ら
福
島
地
方
法
務
局

法
人
登
記
部
門
の
み
で
取
り
扱
っ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
お
知
ら

せ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
決
算
期
を
迎
え
る
に
伴
い
登
記

申
請
が
増
加
す
る
こ
と
か
ら
、
登
記

申
請
の
際
に
は
改
め
て
ご
留
意
願
い

ま
す
。

　

な
お
、
会
社
や
法
人
の
登
記
に
か

か
る
登
記
事
項
証
明
書
、
印
鑑
証
明

書
の
交
付
事
務
（
動
産
・
債
権
譲
渡

登
記
に
か
か
る
概
要
記
録
事
項
証
明

書
の
交
付
事
務
を
含
む
）
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
最
寄
り
の
法
務
局

（
支
局
・
出
張
所
）
で
も
取
り
扱
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
不
動
産
登
記
事
務
に
つ
い

て
は
取
り
扱
い
の
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
島
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部
門

☎
０
２
４‐

５
３
４‐

１
９
０
４

　

平
成
22
年
度
の
労
働
保
険
の
年
度

更
新
を
行
っ
て
い
た
だ
く
時
期
と
な

り
ま
し
た
。

　

６
月
初
め
に
福
島
労
働
局
か
ら
送

付
さ
れ
る
申
告
書
と
記
載
要
領
を
よ

く
お
読
み
い
た
だ
い
て
７
月
12
日
ま

で
に
最
寄
り
の
銀
行
、
郵
便
局
、
労

働
基
準
監
督
署
、
福
島
労
働
局
に
お

い
て
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
島
労
働
局
　

労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
４‐

５
３
６-

４
６
０
７

《
募
集
区
分
》

小
学
生
低
学
年
の
部
（
１
〜
３
年
）

小
学
校
高
学
年
の
部
（
４
〜
６
年
）

中
学
生
の
部

《
応
募
規
格
》

①
作
品
（
ポ
ス
タ
ー
）
の
サ
イ
ズ
は
、

　

四
つ
切
り
画
用
紙
（
３
８
０
㎜×

　

５
４
０
㎜
）
ま
た
は
Ｂ
３
版
（
３

　

６
４
㎜×

５
１
５
㎜
）
と
し
ま
す
。

②
作
品
の
画
材
に
つ
い
て
は
特
に
問

　

い
ま
せ
ん
が
、
立
体
性
の
あ
る
作

　

品
（
の
り
な
ど
を
使
用
し
て
貼
り

　

つ
け
た
も
の
）
は
審
査
対
象
外
と

　

し
ま
す
。

③
応
募
作
品
の
審
査
基
準
は
循
環
型

　

射
会
の
構
築
に
向
け
て
、
３
Ｒ

　

（
廃
棄
物
な
ど
の
リ
デ
ュ
ー
ス
、

会
社
・
法
人
登
記
事
務
の

　
　
　
　
　
　
　

取
扱
庁
に
つ
い
て

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

労
働
保
険
の
年
度
更
新
に
つ
い
て

３
Ｒ
促
進
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　

募
集
に
つ
い
て

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

ラ
イ
タ
ー
使
用
に
注
意
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狂犬病予防注射は済みましたかクリーンアップ作戦に
参加しましょう

　昭和５７年度より実施してきたクリーンア
ップ作戦も本年で２８回目となり、今年度も
町内で一斉に実施します。
　河川・道路に捨てられた空き缶、空き瓶、
ビニール、紙くずなどの回収や道路、堤防な
どの雑木、雑草の刈払いを行いますのでご協
力をお願いします。
　なお、自転車、バイク、タイヤ、バッテリ
ー、特定家電４品目（冷蔵庫、エアコン、洗
濯機、テレビ）は回収しませんのでご注意く
ださい。
　●日　時　７月４日（日）
　　午前５時３０分～６時３０分
　●場　所　各行政区の指定場所
　●持参物　草刈鎌、手袋など
【問い合わせ先】
　建設水道課　☎３６‐１１８４
　住民課　　　☎３６‐４１２４

　５月１９日・２０日・２１日に狂犬病予防
注射を実施しましたが、まだ注射が済んでい
ない犬には、最寄りの獣医師または動物病院
で注射を受けさせてください。その時は「狂
犬病予防注射証明書」を受けとり住民課に提
出してください。
　毎年、犬に狂犬病予防注射（ワクチン接
種）をすることで、飼い犬全体の免疫を上げ
恐ろしい病気の侵入を防ぐ必要があります。

※犬が死亡・失踪したり他人に譲渡したりし
　た場合は住民課に届け出をお願いします
※犬を放し飼いにすると、野良犬と間違われ
　て捕獲されることがあります。捕獲後、飼
　い主が特定されない場合は処分されてしま
　います
※犬は必ず繋いで飼い、首輪に鑑札など飼い
　主を特定できるものをつけましょう
【問い合わせ先】 住民課 ☎３６‐４１２４

図書室に新刊が入りました
　　花世の立春
　　遊行の門
　　ギザギザ家族
　　へんしんマジック
　　ピヨピヨもりのゆうえんち
　　にじいろのさかな うみそこのぼうけん

【問い合わせ先】
　中央公民館　☎３６‐２１３４

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種
（
税
務
）

試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
の
実
施

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ
テ

ィ
あ
ふ
れ
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

税
務
職
員
は
、
国
の
財
政
を
支
え

る
重
要
な
仕
事
を
担
い
、
国
税
局
や

税
務
署
に
お
い
て
調
査
・
指
導
を
行

う
税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。

《
受
験
資
格
》

平
成
元
年
４
月
２
日
〜

平
成
５
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

《
受
験
申
込
受
付
期
間
》

６
月
22
日
㈫
〜
６
月
29
日
㈫

《
受
験
申
込
書
の
請
求
》

最
寄
り
の
税
務
署
、
仙
台
国
税

局
人
事
第
二
課
又
は
人
事
院
東

北
事
務
局

《
受
験
申
込
書
の
提
出
先（
郵
送
）》

人
事
院
東
北
事
務
局

仙
台
市
青
葉
区
本
町
３‐

２‐

23

《
試
験
日
及
び
試
験
種
目
》

第
一
次
試
験

（
教
養
・
適
性
・
作
文
試
験
）

９
月
５
日
㈰

第
二
次
試
験

（
人
物
試
験
・
身
体
検
査
）

10
月
14
日
㈭
〜
10
月
21
日
㈭
の

い
ず
れ
か
指
定
す
る
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

人
事
院
東
北
事
務
局

☎
０
２
２‐

２
２
１‐

２
０
２
２

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課

☎
０
２
２‐

２
６
３‐

１
１
１
１

　
　
　
　
　
　

（
内
線
３
２
３
６
）
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お誕生おめでとう

おくやみ申し上げます

両　親赤ちゃんの名前 性別 行 政 区

諭

健一

順児

孝志

和也

修一

女

女

男

男

男

男

裕美

枝美

美幸

美恵子

史絵

八重子

亡くなった方 年 齢 行　政　区

関根　義秋

岡田ヨシイ

生田目ツル

大戸　好秋

小松　昌久

川音　ラク

鈴木　庫男

緑川　桜空

小室　莉子

北野　蒼貴

我妻　泰河

小久保  悠真

薄井　康生

80歳

77歳

74歳

80歳

67歳

96歳

82歳

袖山

山白石六区

山白石一区

里白石

山白石四区

染

山白石四区

本町一区

本町一区

東大畑一区

福貴作

太田輪

小貫

さら

りこ

そうき

たいが

こうせい

ゆうま

　２０歳から６０歳になるまでの４０年間、国民年
金、厚生年金などの公的年金制度に加入して保険料
を納めた方には、６５歳から月額６６,００８円の老
齢基礎年金が支給されます。
　ところで、よく「老齢基礎年金を受けるのに加入
期間が数年足りなかった」といった深刻な話を耳に
します。ここで大切なのが「カラ期間」を生かすこと
です。
　老齢基礎年金を受けるためには、２５年以上の期
間が公的年金制度の保険料を納めた期間か、国民
年金の保険料を免除された期間であることが必要
ですが、この２５年にはカラ期間も含まれることに
なっています。

　このカラ期間は、上記の２５年の資格期間に算入
されますが、年金額には反映されない「実」のない期
間のため、通称「カラ期間」と呼ばれます。
　このカラ期間の主なものは、原則、昭和３６年４月
以後の２０歳以上６０歳未満の期間で、国民年金に
任意加入できたのに任意加入しなかった次の人の
期間などとなっています。①昭和６１年３月までの
厚生年金などの加入者の被扶養配偶者、②平成３年
３月までの学生、③海外在住の日本人。また、昭和６
１年３月までに厚生年金などから脱退手当を受け
た期間もカラ期間とされています。

　ただし、これらのカラ期間は、年金の未加入期間
となっていて、日本年金機構にはその記録が残され
ていないため、原則として、ご本人の申出に基づい
てカラ期間の有無が調査されることになっています。
　そのため、２５年の老齢基礎年金の資格期間を満
たせない方で、カラ期間となる可能性のある期間を
もっていると思われる方は、年金事務所または役場
住民課にその旨を申し出て相談してください。
　また、カラ期間がないために２５年の資格期間を
満たせない方は、６０歳から７０歳になるまでの間
に、国民年金の任意加入者になることもできます。
ただし、任意加入者には免除制度がありませんので、
ご注意ください。
　任意加入についても、年金事務所または役場の
担当窓口にご相談ください。
　
【問い合わせ先】
　郡山年金事務所　☎０２４‐９３２‐３４３４

カラ期間にご注意ください

カラ期間とは

本人の申し出が必要です

　今年度第１回目の献血が５月１２日に大
同信号㈱浅川事業所、大同化工㈱、中央公
民館の３箇所で行われ、４００mlに４４名、
２００mlに９名の方にご協力いただきまし
た。ありがとうございます。
　次回は９月１６日に町内４箇所で実施の
予定です。血液は長期保存ができません。
皆さんのご協力をよろしくお願いします。

広和会　様　　　　　　　　２２,３６５円

温かい善意ありがとうございます
社会福祉協議会への寄付

愛の献血ありがとうございます
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ル
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と
い
う
観
点
か
ら
、
絵
画
と
し
て
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の
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、
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タ
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と
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て
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デ
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ン
性
、
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ピ
ー
ル
度
か
ら
総
合
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に
審
査
し
ま
す
。

《
募
集
締
め
切
り
》

　

９
月
13
日
㈪

※

応
募
方
法
や
詳
細
、
不
明
な
点
に

　

つ
い
て
は
役
場
住
民
課
ま
で
お
問

　

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
３
６‐

４
１
２
４

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
22
年
度
第

２
学
期
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
な
ど
の
放
送

を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
通
信
制
の

大
学
で
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業

し
た
い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い
な

ど
様
々
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、
職

業
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。
　

心
理

学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・

自
然
科
学
な
ど
幅
広
い
分
野
を
学
べ

ま
す
。

◯
15
歳
以
上
の
方
な
ら
、
１
科
目
か

　

ら
学
習
す
る
選
科
履
修
生
・
科
目

　

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
ま
す
。

◯
18
歳
以
上
の
大
学
入
学
資
格
を
お

　

持
ち
の
方
な
ら
、
学
力
試
験
は
な

　

く
、
全
科
履
修
生
と
し
て
入
学
で

　

き
、
４
年
以
上
在
学
し
て
１
２
４

　

単
位
以
上
を
修
得
し
卒
業
す
る
と
、

　

学
士
（
教
養
）
の
学
位
を
取
得
で

　

き
ま
す
。

◯
ひ
と
つ
の
分
野
を
体
系
的
に
学
び

　

た
い
方
に
は
「
放
送
大
学
エ
キ
ス

　

パ
ー
ト
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

出
願
期
間
は
８
月
31
日
ま
で
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学
福
島
学
習

セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

放
送
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。

☎
０
２
４‐
９
２
１‐

７
４
７
１

　

６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で
は
「
電

波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
」
で
す
。
ク
リ
ー
ン
な
電
波
環
境

が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
社
会
を
支
え
ま
す
。

　

電
波
は
み
ん
な
の
も
の
だ
か
ら
、

ル
ー
ル
を
守
っ
て
正
し
く
使
い
ま
し

ょ
う
。

　

電
波
の
混
信
・
妨
害
に
つ
い
て
の

お
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
省
東
北
総

合
通
信
局
ま
で
。

☎
０
２
２‐

２
２
１‐

０
６
４
１

電
波
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

７月は「河川愛護月間」です
　　豊かな水環境をいつまでも・・・
７月は「河川愛護月間」です
　　豊かな水環境をいつまでも・・・
７月は「河川愛護月間」です
　　豊かな水環境をいつまでも・・・
　河川からは水道水や各種用水を取水しています。安全で安定的な水を確保し、また豊
かな水環境を後生に残していくために各自できることを考えていきましょう。
◆家庭で出来るちょっとした工夫
　○自然環境にやさしい洗剤などを使用する。
　○化学合成洗剤を使用する場合は、用途を守って適正な使用をする。
　○廃油などは、再利用や回収に出すなどして排水に直接流さない。

　河川等へのごみや油等の投棄は法律により禁止されています。絶対に捨てないように
してください。

河川等へのごみ投棄は止めましょう河川等へのごみ投棄は止めましょう河川等へのごみ投棄は止めましょう

放
送
大
学
10
月
生
募
集
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　２０歳から６０歳になるまでの４０年間、国民年
金、厚生年金などの公的年金制度に加入して保険料
を納めた方には、６５歳から月額６６,００８円の老
齢基礎年金が支給されます。
　ところで、よく「老齢基礎年金を受けるのに加入
期間が数年足りなかった」といった深刻な話を耳に
します。ここで大切なのが「カラ期間」を生かすこと
です。
　老齢基礎年金を受けるためには、２５年以上の期
間が公的年金制度の保険料を納めた期間か、国民
年金の保険料を免除された期間であることが必要
ですが、この２５年にはカラ期間も含まれることに
なっています。

　このカラ期間は、上記の２５年の資格期間に算入
されますが、年金額には反映されない「実」のない期
間のため、通称「カラ期間」と呼ばれます。
　このカラ期間の主なものは、原則、昭和３６年４月
以後の２０歳以上６０歳未満の期間で、国民年金に
任意加入できたのに任意加入しなかった次の人の
期間などとなっています。①昭和６１年３月までの
厚生年金などの加入者の被扶養配偶者、②平成３年
３月までの学生、③海外在住の日本人。また、昭和６
１年３月までに厚生年金などから脱退手当を受け
た期間もカラ期間とされています。

　ただし、これらのカラ期間は、年金の未加入期間
となっていて、日本年金機構にはその記録が残され
ていないため、原則として、ご本人の申出に基づい
てカラ期間の有無が調査されることになっています。
　そのため、２５年の老齢基礎年金の資格期間を満
たせない方で、カラ期間となる可能性のある期間を
もっていると思われる方は、年金事務所または役場
住民課にその旨を申し出て相談してください。
　また、カラ期間がないために２５年の資格期間を
満たせない方は、６０歳から７０歳になるまでの間
に、国民年金の任意加入者になることもできます。
ただし、任意加入者には免除制度がありませんので、
ご注意ください。
　任意加入についても、年金事務所または役場の
担当窓口にご相談ください。
　
【問い合わせ先】
　郡山年金事務所　☎０２４‐９３２‐３４３４

カラ期間にご注意ください

カラ期間とは

本人の申し出が必要です

　今年度第１回目の献血が５月１２日に大
同信号㈱浅川事業所、大同化工㈱、中央公
民館の３箇所で行われ、４００mlに４４名、
２００mlに９名の方にご協力いただきまし
た。ありがとうございます。
　次回は９月１６日に町内４箇所で実施の
予定です。血液は長期保存ができません。
皆さんのご協力をよろしくお願いします。

広和会　様　　　　　　　　２２,３６５円

温かい善意ありがとうございます
社会福祉協議会への寄付
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年
度
第

２
学
期
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
な
ど
の
放
送

を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
通
信
制
の

大
学
で
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業

し
た
い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い
な

ど
様
々
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、
職

業
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。
　

心
理

学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・

自
然
科
学
な
ど
幅
広
い
分
野
を
学
べ

ま
す
。

◯
15
歳
以
上
の
方
な
ら
、
１
科
目
か

　

ら
学
習
す
る
選
科
履
修
生
・
科
目

　

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
ま
す
。

◯
18
歳
以
上
の
大
学
入
学
資
格
を
お

　

持
ち
の
方
な
ら
、
学
力
試
験
は
な

　

く
、
全
科
履
修
生
と
し
て
入
学
で

　

き
、
４
年
以
上
在
学
し
て
１
２
４

　

単
位
以
上
を
修
得
し
卒
業
す
る
と
、

　

学
士
（
教
養
）
の
学
位
を
取
得
で

　

き
ま
す
。

◯
ひ
と
つ
の
分
野
を
体
系
的
に
学
び

　

た
い
方
に
は
「
放
送
大
学
エ
キ
ス

　

パ
ー
ト
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

出
願
期
間
は
８
月
31
日
ま
で
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学
福
島
学
習

セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

放
送
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。

☎
０
２
４‐

９
２
１‐

７
４
７
１

　

６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で
は
「
電

波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
」
で
す
。
ク
リ
ー
ン
な
電
波
環
境

が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
社
会
を
支
え
ま
す
。

　

電
波
は
み
ん
な
の
も
の
だ
か
ら
、

ル
ー
ル
を
守
っ
て
正
し
く
使
い
ま
し

ょ
う
。

　

電
波
の
混
信
・
妨
害
に
つ
い
て
の

お
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
省
東
北
総

合
通
信
局
ま
で
。

☎
０
２
２‐

２
２
１‐

０
６
４
１

電
波
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

７月は「河川愛護月間」です
　　豊かな水環境をいつまでも・・・
７月は「河川愛護月間」です
　　豊かな水環境をいつまでも・・・
７月は「河川愛護月間」です
　　豊かな水環境をいつまでも・・・
　河川からは水道水や各種用水を取水しています。安全で安定的な水を確保し、また豊
かな水環境を後生に残していくために各自できることを考えていきましょう。
◆家庭で出来るちょっとした工夫
　○自然環境にやさしい洗剤などを使用する。
　○化学合成洗剤を使用する場合は、用途を守って適正な使用をする。
　○廃油などは、再利用や回収に出すなどして排水に直接流さない。

　河川等へのごみや油等の投棄は法律により禁止されています。絶対に捨てないように
してください。

河川等へのごみ投棄は止めましょう河川等へのごみ投棄は止めましょう河川等へのごみ投棄は止めましょう

放
送
大
学
10
月
生
募
集



見学学習（里小）

里小・山小交流活動（里小・山小）

発表大集会（里小）

クラブ活動（里小）

図書室開放日・本の読み聞かせ（公民館）

心の健康相談（保セ） 英語活動（里小）

エアロビクス教室（里小）

授業参観（浅小）
校外ボランティア活動（里小）

第１４回花火の里ロードレース大会（公民館）
　ひらた中央病院（平田村）　☎５５ー３３３３
大木医院（棚倉町）　☎３３ー２４２４

もぐもぐ教室（保セ）
宿泊活動（那須甲子青少年自然の家 ～７/２
５～６年 里小）

二種混合予防接種（浅小）

　大竹眼科（石川町）　☎２６ー４１１８
東館診療所（矢祭町）　☎４６ー３１６５

つどいの広場・育児相談（保セ）
にこにこ広場（浅保・申し込み参加）
防犯教室（浅小）

なんでも法律相談（福セ） 英語活動（里小）
動物ふれあい教室（２年 浅小）

三種混合予防接種（保セ）
修学旅行・学習旅行（浅小）

　ひらた中央病院（平田村）　☎５５ー３３３３
和田医院（棚倉町） ☎３３ー２０１２

股関節脱臼検査（石川町保健センター）
体力テスト（４～６年 浅小）
さつき剪定 クラブ活動（里小）

１０㈭

１１㈮

１２㈯

１３㈰

１４㈪

１６㈬

１７㈭

１５㈫

１８㈮

１９㈯

２０㈰

２１㈪

２２㈫

２９㈫

２７㈰

２８㈪

２３㈬

３０㈬

２６㈯

２４㈭

７/１㈭

２５㈮

６月の主な行事
町防災行政無線の定時放送（毎晩７：５０）を併せてお聞きください

町の動き町の動き
８日（火）
１５日（火）
２２日（火）
２９日（火）
７／６日（火）
１３日（火）

● A区域～荒町、本町一区・二区
　　　　　 東大畑一区・二区
● B区域～上記以外の区域

資源ごみ 不燃ごみ

７,１３４人
３,５６０人
３,５７４人
２,１４０世帯

（－１１）
（－９）
（－２）
（－２）

人口
男
女
世帯

（５月１日現在）

B区域
A区域
B区域

B区域
A区域

A区域

４月の４月の
火災件数
救急出動件数
人身事故件数
刑法犯件数

０件
２７件
１件
２件

図書室開放日・本の読み聞かせ（公民館）

つどいの広場・育児相談（保セ）
授業参観日・心肺蘇生法講習会・学級懇談会
（里小）
英語活動 たなばた集会（里小）

英語活動（里小）
お誕生教室（保セ） クラブ活動（里小）

図書室開放日・本の読み聞かせ（公民館）

なんでも法律相談（福セ）

　ひらた中央病院（平田村）　☎５５ー３３３３
東白川中央病院（棚倉町） ☎３３ー３２６３

つどいの広場・育児相談（保セ）
第１学期終業式（各小中学校）

県民スポーツ大会石川地区大会（公民館）
　添田医院（石川町） ☎２６ー２５３８
おおひら整形外科クリニック（棚倉町） ☎３３ー９４６８

　ひらた中央病院（平田村）　☎５５ー３３３３
金澤医院（矢祭町） ☎４６ー２３１２

みんなといっしょの広場（幼稚園）
二種混合予防接種（里小・山小）

　ひらた中央病院（平田村）　☎５５ー３３３３
車田医院（塙町） ☎４３ー１０１９

股関節脱臼検査（石川町保セ）
クラブ活動（里小）
１歳６か月児健診（保セ）
地区子ども会（浅小）

１６㈮
１７㈯

１５㈭
１４㈬

１３㈫

１１㈰

１２㈪

１０㈯

７㈬

８㈭

９㈮

２㈮
３㈯

５㈪

６㈫

４㈰

１８㈰

１９㈪

２０㈫

２１㈬

須賀川地区の在宅当番医は須賀川市保健センター内の
休日夜間急病診療所で診療を行っています。
☎０２４８ー７６ー２９８０　須賀川市諏訪町６７-１

医○

医○

医○
医○

医○

医○

医○

医○

　…在宅当番医　保セ…保健センター　福セ…地域福祉センター

※在宅当番医は変更になる場合がありますので、事前に必ず
　電話で確認をしてください。

山白石出張徴収日
５月２５日（金）

今月の納期
６月２８日（月）

A区域
B区域
A区域

A区域
B区域

B区域


